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利
用
日
時

　

月
曜
日
～
金
曜
日

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

※�

原
則
と
し
て
連
続
し
た
８
日
間
以
内
に
限
り
ま

す
。

負
担
金	

　

・
１
日
（
４
時
間
超
）
２
千
円

　

・
半
日
（
４
時
間
以
内
）
千
円

　

※�

子
育
て
エ
ン
ジ
ョ
イ
カ
ー
ド
を
ご
提
示
い
た
だ
く

と
、半
額
に
な
り
ま
す
。

　
　
（
生
活
保
護
世
帯
は
無
料
）

定
員　
６
名

対
象
者

　

�

保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
の
い
ず
れ
か

に
通
っ
て
お
り
、
次
の
す
べ
て
の
条
件
を

満
た
し
て
い
る
お
子
様
。

①�

０
歳
（
生
後
６
か
月
経
過
後
の
翌
月
）
か

ら
小
学
校
６
年
生
ま
で
の
お
子
様
。

②�

保
護
者
の
仕
事
な
ど
の
た
め
に
、
家
庭
で

保
育
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
。

③�

お
子
様
の
住
所
が
市
内
に
あ
る
こ
と
。
ま

た
は
、
住
所
が
市
外
で
あ
っ
て
も
市
内
の

保
育
園
等
に
通
園
し
て
い
る
こ
と
。

④�

お
子
様
が
病
気
や
怪
我
を
し
て
い
る
が
回

復
期
で
あ
り
、
受
診
し
た
医
師
か
ら
「
病

後
児
保
育
が
可
能
」
と
い
う
証
明
（
病
後

児
保
育
症
状
連
絡
票
）
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

※�

病
後
児
保
育
症
状
連
絡
票
は
市
内
の
医
療
機
関
に

設
置
し
て
あ
り
ま
す
。

※�

お
預
か
り
す
る
際
の
基
準
、症
状
の
め
や
す
に
つ
い

て
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

利
用
方
法

⑴
事
前
登
録

　

事
前
に
「
病
後
児
保
育
登
録
申
込
書
」
を

病
後
児
保
育
室
（
金
井
保
育
園
内
）
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

登
録
は
年
度
末
ま
で
有
効
で
す
。年
度
が
変
わ
る

と
再
登
録
が
必
要
で
す
。

⑵
医
療
機
関
受
診

　

病
気
や
怪
我
で
登
園
・
登
校
で
き
な
い
時

に
医
療
機
関
を
受
診
し
、「
病
後
児
保
育
症

状
連
絡
票
」
を
医
師
に
記
入
し
て
も
ら
っ
て

く
だ
さ
い
。（
市
内
の
医
療
機
関
で
あ
れ
ば
、

ど
こ
で
も
可
）

⑶
電
話
予
約

　

病
後
児
保
育
室
へ
お
電
話
で
ご
予
約
く
だ

さ
い
。（
原
則
と
し
て
前
日
ま
で
）

※�

ご
予
約
状
況
に
よ
っ
て
は
、ご
利
用
い
た
だ
け
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す

◆�

ご
利
用
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

金
井
保
育
園
併
設 

　
「
佐
渡
市
病
後
児
保
育
室
」を
開
設
し
ま
し
た
！

病後児保育とは
　病状が安定し回復に向かっている
お子様を、専用施設で一時保育する
事業です。
　病状の変化に対応できるよう佐渡
総合病院と連携しながら、保育士や
看護師などが保育を担当します。
　ご利用にあたっては事前登録とご
予約が必要です。また、医師から「病
後児保育が可能」と診断されたお子
様に限ります。

お問い合わせ　
佐渡市病後児保育室
（千種丙 202 番地 1�金井保育園内）
☎６３－５５３５
市役所社会福祉課子育て支援室�
保育係
☎６３－５１１３

病後児保育室「ほほえみ」室内

市報さど　平成28年6月号


